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◇熊本県手数料条例の一部を改正する条例
１ 熊本県公安委員会が設置するパーキング・メーターの廃止に伴い、パーキング・

メーター作動手数料を廃止することとした。（第２条第１項第４００号及び第３
条関係）

２ その他規定を整理することとした。
ア 歯科技工士法の一部改正に伴う引用規定の整理（第２条第１項第３４３号

及び第３４４号関係）
イ 租税特別措置法の一部改正に伴う引用規定の整理（第２条第１項第３４９

号及び第３５０号関係）
ウ 介護保険法の一部改正に伴う引用規定の整理（第４条第１３項及び第１４

項関係）
３ この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２のアについては、

平成２１年９月１日から施行することとした。
４ 熊本県収入証紙条例（昭和３９年熊本県条例第２４号）の一部改正

この条例による規定の整理に伴い、熊本県収入証紙条例の関係規定を整理する
こととした。

◇熊本県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例
１ 熊本県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の設置及び運用に関し、必要な事

項を定めることとした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。
３ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失うこととした。（附

則第２項関係）

◇熊本県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例
１ 熊本県介護職員処遇改善等臨時特例基金の設置及び運用に関し、必要な事項を

定めることとした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。
３ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失うこととした。（附

則第２項関係）

◇熊本県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例
１ 熊本県介護基盤緊急整備等臨時特例基金の設置及び運用に関し、必要な事項を

定めることとした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。
３ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失うこととした。（附

則第２項関係）
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熊本県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４０号

熊本県手数料条例の一部を改正する条例
熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項第３４３号中「昭和５７年法律第１号」の次に「。次号において「歯科技

工士法改正法」という。」を加え、「歯科技工士試験の」を「歯科技工士国家試験の」に、
「歯科技工士試験手数料」を「歯科技工士国家試験手数料」に改め、同項第３４４号中「歯
科技工士法の一部を改正する法律」を「歯科技工士法改正法」に、「歯科技工士試験合格
証明書の」を「歯科技工士国家試験合格証明書の」に、「歯科技工士試験合格証明書交付
手数料」を「歯科技工士国家試験合格証明書交付手数料」に改め、同項第３４９号中「第
３１条の２第２項第１５号ハ」を「第３１条の２第２項第１４号ハ」に、「第６２条の３
第４項第１５号ハ」を「第６２条の３第４項第１４号ハ」に改め、同項第３５０号中「第
３１条の２第２項第１６号ニ」を「第３１条の２第２項第１５号ニ」に、「第６２条の３
第４項第１６号ニ」を「第６２条の３第４項第１５号ニ」に改め、同項第４００号を次の
ように改める。

(400) 削除

◇熊本県地域自殺対策緊急強化基金条例
１ 熊本県地域自殺対策緊急強化基金の設置及び運用に関し、必要な事項を定める

こととした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。
３ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失うこととした。（附

則第２項関係）

◇熊本県森林整備促進及び林業等再生基金条例
１ 熊本県森林整備促進及び林業等再生基金の設置及び運用に関し、必要な事項を

定めることとした。
２ この条例は、公布の日から施行することとした。
３ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失うこととした。（附

則第２項関係）

◇熊本県景観条例の一部を改正する条例
１ 熊本県屋外広告物審議会との統合に伴い、熊本県景観審議会の名称を「熊本県

景観・屋外広告物審議会」に改めることとした。（目次、第８章及び第１８条第
１項関係）

２ 熊本県屋外広告物審議会との統合に伴い、屋外広告物の略称規定を設け、熊本
県景観・屋外広告物審議会の調査審議事項、諮問事項等に関する規定の整備を行
うこととした。（第７条、第１８条第２項―第４項関係）

３ 熊本県屋外広告物審議会との統合に伴い、熊本県景観・屋外広告物審議会の委
員に関する規定の整備を行うこととした。（第１９条関係）

４ この条例は、平成２１年９月１日から施行することとした。
５ 熊本県屋外広告物条例（昭和３９年熊本県条例第６６号）における熊本県景観・

屋外広告物審議会への諮問に関する規定を整備することとした。（附則第２項関
係）

◇熊本県育英資金貸与基金条例の一部を改正する条例
１ 育英資金の貸与要件の一つである学力に係る要件を廃止し、要件を「勉学に意

欲があると認められること」に統一することとした。（第７条、第７条の２関係）
２ その他用語を整理することとした。（第６条―第７条の３、第９条、第１１条

関係）
３ この条例中第６条、第７条各号列記以外の部分、第１号、第３号及び第４号、

第７条の２第１項、第７条の３、第９条第１項及び第２項第４号並びに第１１条
第２項の改正規定は公布の日から、第７条第２号の改正規定は平成２２年４月１
日から施行することとした。

◇熊本県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例
１ 警務部の分掌事務に「被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関

すること。」を加えることとした。（第３条関係）
２ この条例は、公布の日から施行することとした。

条 例
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第３条の表第２条第１項第４００号の手数料の項を削る。
第４条第１３項中「第１１５条の３０第１項」を「第１１５条の３６第１項」に改め、

同条第１４項中「第１１５条の３６第１項」を「第１１５条の４２第１項」に改める。
附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項第３４３号及び第３４４
号の改正規定については、平成２１年９月１日から施行する。

２ 熊本県収入証紙条例（昭和３９年熊本県条例第２４号）の一部を次のように改正する。
別表第１手数料の項中第３１６号及び第３１７号を次のように改める。

316 歯科技工士国家試験手数料
317 歯科技工士国家試験合格証明書交付手数料

熊本県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４１号

熊本県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例
（設置）

第１条 社会福祉施設等の耐震化及びスプリンクラー設備等の設置を促進するため、熊本
県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置する。
（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、熊本県一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）
で定める。
（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保
管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ
る。
（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
（基金の処分）

第６条 知事は、第１条に規定する目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、
予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。
２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

熊本県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４２号

熊本県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例
（設置）

第１条 介護職員の処遇改善及び介護施設の整備により介護保険法（平成９年法律第１２
３号）に基づく制度の円滑な運営を図るため、熊本県介護職員処遇改善等臨時特例基金
（以下「基金」という。）を設置する。
（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、熊本県一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）
で定める。
（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保
管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ
る。
（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
（基金の処分）

第６条 知事は、第１条に規定する目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、
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予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。
２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

熊本県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４３号

熊本県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例
（設置）

第１条 介護施設の新設又は増設及びスプリンクラー設備等の設置を促進するため、熊本
県介護基盤緊急整備等臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置する。
（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、熊本県一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）
で定める。
（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保
管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ
る。
（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
（基金の処分）

第６条 知事は、第１条に規定する目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、
予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。
２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

熊本県地域自殺対策緊急強化基金条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４４号

熊本県地域自殺対策緊急強化基金条例
（設置)

第１条 地域における自殺対策を緊急に強化するため、熊本県地域自殺対策緊急強化基金
（以下「基金」という。）を設置する。
（積立て)

第２条 基金として積み立てる額は、熊本県一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）
で定める。
（管理)

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保
管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ
る。
（運用益金の処理)

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
（繰替運用)

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
（基金の処分）

第６条 知事は、第１条に規定する目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、
予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
（委任)

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。
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２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

熊本県森林整備促進及び林業等再生基金条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４５号

熊本県森林整備促進及び林業等再生基金条例
（設置）

第１条 間伐等による森林整備の促進及び間伐材等の森林資源を活用した林業、木材産業
等の地域産業の再生を図るため、熊本県森林整備促進及び林業等再生基金（以下「基金」
という。）を設置する。
（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、熊本県一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）
で定める。
（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保
管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ
る。
（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
（基金の処分）

第６条 知事は、第１条に規定する目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、
予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。
２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

熊本県景観条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４６号

熊本県景観条例の一部を改正する条例
熊本県景観条例（昭和６２年熊本県条例第７号）の一部を次のように改正する。
目次中「熊本県景観審議会」を「熊本県景観・屋外広告物審議会」に改める。
第７条第２項第１号ウ中「屋外広告物」の次に「（第１８条及び第１９条において「屋

外広告物」という。）」を加える。
「第８章 熊本県景観審議会」を「第８章 熊本県景観・屋外広告物審議会」に改める。
第１８条第１項中「熊本県景観審議会」を「熊本県景観・屋外広告物審議会」に改め、

同条第２項及び第３項中「景観形成」の次に「及び屋外広告物」を加え、同条第４項第６
号中「景観形成」の次に「及び屋外広告物」を加え、同号を同項第７号とし、同項第５号
の次に次の１号を加える。

(６) 熊本県屋外広告物条例（昭和３９年熊本県条例第６６号）の規定により審議会の
権限に属させられた事項

第１９条第２項中「景観形成」の次に「又は屋外広告物」を加える。
附 則

１ この条例は、平成２１年９月１日から施行する。
２ 熊本県屋外広告物条例（昭和３９年熊本県条例第６６号）の一部を次のように改正す

る。
第１１条第２項中「第２７条に規定する屋外広告物審議会」を「熊本県景観・屋外広

告物審議会（第２７条において「審議会」という。）」に改める。
第２７条の見出しを「（審議会への諮問）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項

を第１項とし、同条第３項から第９項までを削る。

熊本県育英資金貸与基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４７号

熊本県育英資金貸与基金条例の一部を改正する条例
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熊本県育英資金貸与基金条例（昭和４７年熊本県条例第２７号）の一部を次のように改
正する。

第６条中「基金の運用から生ずる収益その他」を「基金の処分により生ずる資金、基金
の運用から生ずる収益等」に改める。

第７条各号列記以外の部分中「大学」の次に「（以下「大学」という。）」を加え、同
条第１号中「一にする生計の主たる維持者」を「属する世帯の生計を主として維持する者」
に改め、同条第２号を次のように改める。
（２） 勉学に意欲があると認められること。
第７条第３号中「あること」を「あると認められること」に改め、同条第４号中「育英

資金に相当する」を削る。
第７条の２第１項中「選考のうえ貸与予約者とする」を「貸与予約者を選考のうえ決定

する」に改め、同項第２号を次のように改める。
（２） 勉学に意欲があると認められること。
第７条の３中「在学し、生計の主たる維持者」を「在学する者であり、かつ、その者が

属する世帯の生計を主として維持する者」に、「者で」を「者であって」に改め、同条第
１号中「第５号まで」の次に「の要件」を加える。

第９条第１項中「開始した」の次に「日の属する」を加え、「学校」を「高校等、大学
又は専門課程等」に改め、「修了する」の次に「日の属する」を加え、同条第２項第４号
中「ないとき」を「ないと認められるとき」に改める。

第１１条第２項中「育英奨学生であった者」を「育英奨学生」に改める。
附 則

この条例中第６条、第７条各号列記以外の部分、第１号、第３号及び第４号、第７条の
２第１項、第７条の３、第９条第１項及び第２項第４号並びに第１１条第２項の改正規定
は公布の日から、第７条第２号の改正規定は平成２２年４月１日から施行する。

（提案理由）
経済的修学困難者の修学促進をより重視した制度とするために、育英資金の貸与要件の

一つである学力に係る要件を廃止すること等に伴い、関係規定を整備する必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。

熊本県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成２１年７月３日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第４８号

熊本県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条例
熊本県警察本部の内部組織に関する条例（昭和２９年熊本県条例第３２号）の一部を次

のように改正する。
第３条第１号中ニをヌとし、サからナまでをシからニまでとし、コの次に次のように加

える。
サ 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。


